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はじめに 

 2020年１月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以

下「新型コロナ」という｡)の感染者が確認され、次いで、我が国初となる日本

人の患者が奈良県で確認されました。以降、新型コロナの感染が拡大する中で、

市民の生活及び健康が脅かされ、市民生活及び市民の社会経済活動は大きく影

響を受けることとなりました。この未曾有の感染症危機において、次々と変化

する事象に対し、市民はもとより、政治、行政、医療機関関係者、事業者等が

一丸となって取組が進められてきました。この新型コロナ対応の経験を踏まえ、

国は、令和６年（2024年）７月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画を

抜本的に改定しました。 

 本市においても、平成21年（2009年）５月に発生した新型インフルエンザ

（A/H1N1）対策の経験を踏まえ、天理市新型インフルエンザ等対策行動計画

（以下「市行動計画」という｡)を策定していましたが、新型コロナへの対応で

明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフル

エンザや新型コロナ感染症等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応でき

る社会を目指すため、本計画を改定することとなりました。 

 市行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、

有事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を

実施することで、市内の感染を可能な限り抑制し、市民の皆さまの生命及び健

康、市民生活や市民の社会経済活動に及ぼす影響を最小限に抑えます。 

 また、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、あらかじめ有事の際の対

応策を整理し、平時の備えの充実を図ります。有事に際しては、国の基本的対

処方針（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下

「特措法」という｡)第18条第１項に規定する基本的対処方針をいう。以下同

じ｡)に基づき、対応を行っていきます。 
本行動計画の円滑な実施には、医療機関やさまざまな関係機関、事業者、市

民1人ひとりの皆さまと地域一体となった取り組みが不可欠ですので、今後も

本市の保健衛生行政にご理解とご協力を賜りますようお願いします。 
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